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大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設設置（使用・変更）届出の手引き  
  

令 和 ３ 年 １ 月 

福島県水・大気環境課  

  

大気汚染防止法（昭和 43 年 6 月 10 日法律第 97 号。以下「法」という。）に基づくばい煙発生施設

（法施行令別表第 1を参照してください。）を設置等するときは、工事に着手する６０日前までに届出が

必要です。記入方法については、下記を参考にしてください。  

  

１ ばい煙発生施設設置届出  

法に基づくばい煙発生施設設置届出書は、様式第１、別紙１～３及び図面等で構成されます。  

（１） 様式第１（届出書の表紙） 

   ア 届出年月日  

窓口に提出する年月日を和暦で記入します。  

   イ 届出者  

（ア） 個人の場合    

a 郵便番号、住所、氏名及び電話番号を記入してください。  

b 屋号等があればその名称を併記してください。  

c 住所は必ず番地まで記入してください。  

  （イ） 法人の場合 

a 法人の代表者が届出者となります。  

b 郵便番号、所在地、法人名称、代表者の職名と氏名及び電話番号を記入してください。  

c 所在地は必ず番地まで記入してください。  

d 工場長等に届出を委任する場合は委任状を添付してください。  

ウ 工場又は事業場の名称  

     個人の場合は氏名又は屋号等を記入してください。  

エ 工場又は事業場の所在地  

     所在地は必ず番地まで記入してください。  

オ ばい煙発生施設の種類  

     法施行令別表第１に掲げる項番号、施設名称及び施設基数を記入してください。  

（環境省ホームページ https://www.env.go.jp/air/osen/law/t-kise-0.html） 

なお、届出書は、ばい煙発生施設の種類ごとに作成し、提出してください（同一種類のばい煙

発生施設であれば、複数設置でも１つの届出で提出可能です。）。  

   （記入例） １ ボイラー １基  

            ５ 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 ３基  

            １１ 乾燥炉 ２基  

  

（２）  別紙 1 ばい煙発生施設の構造 

     複数の同種施設を設置する場合において、型式、規模等全ての項目が同一であれば、記入欄１列 

にまとめて記入しても差し支えありません。  

ア 工場又は事業場における施設番号 

工場又は事業場で付けている施設番号を記入してください。  

ただし、番号ではなく名称を付けている場合は、それを記入しても差し支えありません。  

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
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複数の同種施設をまとめて１列に記入する場合、全ての施設番号を記入してください。  

イ 名称及び型式 

メーカーカタログ、機器仕様書等から調べて当該施設のメーカー名、名称及び型式を記入して

ください。 

     （記入例）〇〇社製××型貫流ボイラー〇〇－〇〇型 

ウ 設置年月日  

     新規の設置届出の場合、記入する必要はありません（４ページ２「ばい煙発生施設使用届出」及 

び「ばい煙発生施設変更届出」の場合、記入します。）。  

エ 着手予定年月日  

     ばい煙発生施設の工事に着手する予定年月日を記入してください。  

     届出年月日の６０日以後の日付となります。  

オ 使用開始予定年月日  

     ばい煙発生施設の使用を開始する予定年月日を記入してください。  

カ 規模 

     ばい煙発生施設はそれぞれ届出要件規模が決められています。  

従って、ばい煙発生施設毎に定められている規模の要件の欄に、施設の規模を記入してくだい。  

      （例：１ ボイラー→伝熱面積、燃料の燃焼能力  

  １１ 乾燥炉→火格子面積、燃料の燃焼能力、変圧器の定格容量）  

  

（３） 別紙２ ばい煙発生施設の使用の方法 

ア 工場又は事業場における施設番号  

上記（２）アと同じ施設番号を記入してください。  

イ 使用状況 

    「季節変動」欄について、季節変動が無ければ「通年」、季節変動がある場合は使用期間を記入

してください。（例：11月～3月）。  

ウ 原材料  

（ア） ばい煙の発生に影響のある原材料を使用する場合に記入します。  

なお、廃棄物焼却炉では焼却する廃棄物が該当しますので、当該欄に記入してください。  

（イ） 原材料中の成分割合（％）の欄の記入にあたっては、重量比％又は容量比％の別を明らか

にしてください。  

エ 燃料又は電力  

（ア） 使用予定の燃料の成分表を参考に最大値を記入してください。  

（イ） 燃料中の成分割合（％）の欄の記入にあたっては、重量比％又は容量比％の別を明らかに

してください。  

オ 排出ガス量、排出ガス温度、排出ガス中の酸素濃度 

排出ガス量（Nm３／h）の欄の「最大」とは、予定されている原材料、燃料又は電力の使用条件の

下、当該施設を定格能力で運転させた場合の排出ガス量です。  

   なお、排風機等で強制排気している場合には、この能力等を考慮して算出してください。  

カ ばい煙の濃度、ばい煙量 

（ア） ばい煙の濃度は乾きガス中の濃度とし、ばい煙発生施設の設計値を記入してください。   

（イ） ばい煙処理施設がある場合は、処理後の濃度としてください。  

（ウ） ばい煙発生施設で排出基準が定められていない物質については、記入する必要はありませ

ん。  
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また、硫黄酸化物の排出基準は、全ばい煙発生施設について定められていますが、法施行

令別表第 1の 15の項から 17の項まで、19の項、20の項及び 22の項のばい煙発生施設につ

いては、硫黄酸化物の排出の実態がないので、硫黄酸化物に係る部分は同様に記入する必要

はありません。  

（エ） ばい煙量の欄の「最大」とは、届出の際予定されている原材料、燃料又は電力の使用条件

の下、当該施設を定格能力で運転するときのばい煙量で、これらの量の算定は、湿りガスで

行います。  

キ 参考事項 

ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動状況、窒素酸化物

の排出抑制のためにとっている方法等を記入してください。  

    （例）ボイラーの NOx 抑制対策は下記のようなものがありますので、該当するものを記入してく

ださい。  

          低 NOxバーナー、二段燃焼、排ガス再循環燃焼、水蒸気添加エマルジョン燃焼等  

  

（４） 別紙３ ばい煙の処理の方法 

複数のばい煙発生施設に対し、ばい煙処理施設も複数ある場合は、その系統ごとに記入欄１列を使

用して記入してください。    

ア ばい煙処理施設の工場又は事業場における施設番号  

     工場又は事業場で付けている施設番号を記入してください。  

     ただし、番号ではなく名称を付けている場合は、それを記入しても差し支えありません。  

イ 処理に係るばい煙発生施設の工場又は事業場における施設番号  

    ２ページ（２）アと同じ施設番号を記入してください。  

ウ ばい煙処理施設の種類、名称及び型式  

      届出の対象となっているばい煙発生施設のばい煙処理施設について、新設又は既設の施設を全て 

記入してください。  

（例：サイクロン、バグフィルタ、電気集じん機、スクラバー、排煙脱硫装置、排煙脱硝装置等） 

エ 設置年月日  

新規の設置届出の場合、記入する必要はありません。  

オ 着手予定年月日  

     ばい煙処理施設の工事に着手する予定年月日を記入してください。  

     届出年月日の６０日以後の日付となります。  

カ 使用開始予定年月日 

     ばい煙処理施設の使用を開始する予定年月日を記入してください。  

キ 処理能力 

（ア） ばい煙の濃度は乾きガスとし、ばい煙処理施設の設計値を記入してください。  

（イ） 煙突以外にばい煙処理施設を設置しない場合（煙突のみ）は記入不要です。  

  ク 排出口の実高さ Ho（m）  

     地上からの高さ（GL）及び排出口の寸法を記入してください。  

     （例：１０．０m（内径０．５０mφ）） 

ケ 補正された排出口の高さ He（m） 

法施行規則第 3条第 2項の算式により算定してください。  

    ※ 煙突に笠がある場合や、排出口が上向きでない場合等は Ho=Heとなります。  
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T - 2 8 8 

V 

He=Ho+0.65 Hm+Ht 

    0.795 Q・V 

     2.58 
 V 

  Ht=2.01× 10-3・Q・（T-288）・ 2.30logJ +      -1  

  

J= 1460-296×                    +1 

 

 ２ ばい煙発生施設使用届出  

使用届出は法改正によって、従来は法で規制されていなかった施設がばい煙発生施設として追加指

定された場合に必要となります。  

届出期限は追加指定のあった日から３０日以内です。  

届出様式、別紙、図面等は「１ ばい煙発生施設設置届出」と同じです。  

  

３ ばい煙発生施設変更届出  

ばい煙発生施設変更届出とは、以下の事項を変更しようとする場合に行います。  

・ばい煙発生施設の構造  

・ばい煙発生施設の使用の方法  

・ばい煙の処理の方法  

 ばい煙発生施設設置届出と同様に、工事に着手する６０日前までに届出が必要です。 

届出様式、別紙、図面等は「１ ばい煙発生施設設置届出」と同じです。ただし、添付する別紙、図

面等は当該変更に係るもののみで構いません。  

（別紙関係） 

変更事項に係る別紙の欄外上部に「変更前」「変更後」と記入し、変更前と変更後の内容を併 

記してください。 

変更に係る別紙の記入方法については１ページの１（２）以下を参照してください。  

（図面等関係）  

変更事項に係る図面等については、変更前と変更後の両方の図面等を添付してください。  

  

４ 大気汚染防止法で定められた様式以外の書面 

届出書の書面の中には、法で定められた様式や別紙の他に、図面等や任意の様式により作成の必要

なものがあります。  

 必要に応じて下記資料を添付してください。  

（１）工場・事業場とその付近の見取り図  

（２）工場・事業場の建物の配置図  

（３）ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所を示す図面並びに施設の配置図  

（４）ばい煙発生施設の構造概要図（主要寸法を記入したもの）  

（５）ばい煙処理施設の構造概要図（煙突や測定孔を含め、主要寸法を記入したもの）  

（６）ばい煙の発生及び処理に係る操業系統概要図  

（７）緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法  

（８）その他参考となる資料  

    ・ばい煙計算書  

    ・使用する燃料の成分表  

Ｈe ：補正された排出口の高さ（単位 m）  
Ｈo ：排出口の実高さ（単位 m）  
Ｑ ：温度１５度における排出ガス量（単位 m３/s）  
Ｖ ：排出ガスの排出速度（単位 m/s）  
Ｔ ：排出ガスの温度（単位 絶対温度）  

Q ・ V 

1 

1+

Hm= 

1  

J 
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    ・施設のカタログ  

（９）発生源施設等一覧（任意様式として下記のホームページからダウンロード可能）  

（10）工場・事業場概要（任意様式として下記のホームページからダウンロード可能）  

  

５ 一般的注意事項  

（１）届出書の作成に当たっては、読みやすく、はっきりと記入してください。  

また、記入漏れ等のないよう十分確認してください。  

（２）届出書は正本にその写し１通を添えて提出してください。  

（３）用紙の大きさは図面等のやむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４の大きさとしてください。  

また、可能な限り大きな図面等もＡ４の大きさに折りたたむようにしてください。  

（４）様式は受付窓口で入手するか、福島県水・大気環境課のホームページからダウンロードしてくだ

さい。  

   ホームページアドレス http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/  

  

６ 届出書の提出先及び相談窓口  

市町村  窓口  住所 電話 FAX  

県北  

（二本松市 伊達市 本宮市 桑

折町 国見町 川俣町 大玉村）  

県北地方振興局  

県民環境部環境課  

〒 960-8670 福島市杉妻町 2-16  

TEL 024-521-2721  

FAX 024-521-2855  

県中  

（須賀川市 田村市 鏡石町 天

栄村 石川町 玉川村 平田村 

浅川町 古殿町 三春町 小野

町）  

県中地方振興局県

民環境部環境課  

〒 963-8540 郡山市麓山 1-1-1  

TEL 024-935-1503  

 FAX 024-925-9026  

県南  

（白河市 西郷村 泉崎村 矢吹

町 中島村 棚倉町 鮫川村 塙

町 矢祭町）  

県南地方振興局  

県民環境部環境課  

〒 961-0971 白河市昭和町 269  

TEL 0248-23-1421  

 FAX 0248-23-1507  

会津  

（会津若松市 喜多方市 北塩

原村 西会津町 磐梯町 猪苗代

町 会津坂下町 湯川村 柳津町 

三島町 金山町 昭和村 会津美

里町）  

会津地方振興局  

県民環境部環境課  

〒 965-8501 会津若松市追手町 7-5  

TEL 0242-29-3912  

 FAX 0242-29-5520  

南会津  

（只見町 檜枝岐村 南会津町 

下郷町）  

南会津地方振興局県民

環境部県民環境課  

〒 967-0004 南会津郡南会津町田島字  

根小屋甲 4277-1  

TEL 0241-62-2062  

 FAX 0241-62-5209  

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16035c/
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相双  

（相馬市 南相馬市 葛尾村浪

江町 双葉町 大熊町 川内村 

富岡町 楢葉町 広野町 新地町 

飯舘村）  

相双地方振興局県

民環境部環境課  

〒 975-0031 南相馬市原町区錦町 1-30   

TEL 0244-26-1232  

 FAX 0244-26-1120  

※ 福島市、郡山市、いわき市については、それぞれ市が窓口となります。  

  

（参考） ばい煙量等の自主測定 

大気汚染防止法第 16 条の規定に基づき、ばい煙排出者はばい煙発生施設から排出されるばい煙

量及びばい煙濃度の測定とその結果の記録（３年間保存）が義務付けられています。  

  設置しているばい煙発生施設の規模又は区分により、測定を要する項目と頻度が次の表のとおり 

定められています。  

ばい煙発生施設の規模又は区分  測定項目       測定頻度  

排出量１０Nm３/h 以上  硫黄酸化物  １回/２月以上  

排出ガス量４万 Nm３/h 以上廃棄物

焼却炉４ｔ/h 以上  

ばいじん  １回/２月以上  

排出ガス量４万 Nm３/h 未満廃棄物

焼却炉４ｔ/h 未満  

２回/年以上 ※  

ガス専焼ボイラー  

ガスタービン、ガス機関  

燃料電池用改質器（ガス発生炉）  

１回/５年以上  

排出ガス量４万 Nm３/h 以上  有害物質  

①カドミウム及びその化合物  

②塩素及び塩化水素  

③弗素、弗化水素及び弗化珪素  

④鉛及びその化合物  

１回/２月以上  

排出ガス量４万 Nm３/h 未満  ２回/年以上 ※  

排出ガス量４万 Nm３/h 以上  ⑤窒素酸化物    

  

１回/２月以上  

排出ガス量４万 Nm３/h 未満  ２回/以上 ※  

燃料電池用改質器（ガス発生炉）  １回/５年以上  

※ １年間に継続して休止する期間が６月以上のばい煙発生施設に係る測定頻度については、１回/年以上となります。 

 

（注） 以下のばい煙発生施設では、当分の間排出基準を適用しないとされている項目があり、これに

ついては法第 16条の自主測定の対象となりません。  

① 小型ボイラー（伝熱面積 10 m2未満であって、バーナーの燃焼能力が重油換算 50 L/h以上の

もの）  

･･･ばいじん及び窒素酸化物について排出基準適用猶予  

② 非常用施設（停電時、災害時、事故時に専ら用いられるもの）  

･･･すべての項目について排出基準適用猶予  

（注）福島県内においては、法第 5 条第 2 項に基づく総量規制の対象となる特定工場はありませんの

で、それに関する記述は省略しています。  
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（記入例）  

  

  
 大気汚染防止法第６条第１項（第７条第１項、第８条第１項）の規定により、ばい煙発生施設につい

て、次のとおり届け出ます。  

 

備考１ ばい煙発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１に掲げる項番号及び名称を記入するこ

と。  

２ ※印の欄には、記入しないこと。  

３ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。  

４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格 A4 とするこ

と。  

届出 日 を 和暦 で 記入 
し てくだ さ い   

届出を 行 う者の 郵 便番号 、 住所 、 氏名、 
電 話 番 号、法 人 にあっ て は代表 者 の 職 
名 、氏 名 、名称 及 び住 所 ( 登記簿 上 の本店 
又 は主た る 事務 所 の所在 地 ) を 記入 し、 
代 理人 ( 例 え ば工場 長 ) が届 け 出る場 合 
は 、 代表権 者 からの 委 任状を 添 付し て く 
ださ い 。   

  

該当 する事項以外は で消してください。   

様式第１     
  

ばい煙発生施設設置 （使用、変更） 届出書     

 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日   

  

福島県知事    殿     
  

  
  

  
                   

                   
  

〒 ○ ○ ○ - ○○○ ○   

東京 都 ○○ 区 ○○ １ 丁 目１番 １ 号   

株式会社 ○○○   

代 表 取締 役   ○○ ○ ○           

  

電 話   ０３ － ○○○ ○ －１２ ３ ４   

届出者   
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備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の

欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記入

すること。   

２ 規模の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１の中欄に掲げる施設の当該下欄に規定する項目について

記入すること。  

３ ばい煙発生施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本産業規格 A4 の大き

さに縮小したもの又は既存図面等を用いること。  
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備考 １ 原材料中の成分割合（％）の欄及び燃料中の成分割合（％）の欄の記入にあたっては、重量比％又は容量比％の別を

明らかにすること。  
２ ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。  
３ ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設がある場合は、処理後の濃度とすること。  
４ 参考事項の欄には、ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動の状況、窒素酸

化物の発生抑制のために採っている方法等を記入するほか、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関又はガソリ

ン機関については、常用又は非常用（専ら非常時において用いられるものをいう。）の別を明らかにすること 
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別紙３ 

ばい煙の処理の方法 

ばい煙処理施設の工場又は事業場 

における施設番号 
2 号煙突  

処理に係るばい煙発生施設の工場又は 

事業場における施設番号 
No.2 ボイラー 

 

ばい煙処理施設の種類、名称及び型式 煙突  

設  置  年  月  日 年    月    日  年  月  日 

着 手 予 定 年 月 日 〇〇年〇〇月〇〇日  年  月  日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 〇〇年○○月○○日  年  月  日 

処
理
能
力 

排 出 ガ ス 量（Nｍ3/ｈ） 最 大   

通 常   

排出ガス温度（℃） 処理前   

処理後   

ば
い
煙
の
濃
度 

ばいじん 

（g/Nｍ3） 

処理前   

処理後   

硫 黄 酸 化 物 

（容量比 ppm） 

処理前   

処理後   

カドミウム及びその化合物

（mg/Nｍ3） 

処理前   

処理後   

塩素 

（mg/Nｍ3） 

処理前   

処理後   

塩化水素 

（mg/Nｍ3） 

処理前   

処理後   

弗素、弗化水素及び弗化珪素

（mg/Nｍ3） 

処理前   

処理後   

鉛及びその化合物 

（mg/Nｍ3） 

処理前   

処理後   

窒素酸化物 

（容量比 ppm） 

処理前   

処理後   

ば
い
煙
量 

硫黄酸化物（Nｍ3/ｈ） 

最

大 

処理前   

処理後   

通

常 

処理前   

処理後   

捕
集
効
率
％ 

ば い じ ん   

い お う 酸 化 物   

カドミウム及びその化合物   

塩 素   

塩 化 水 素   

弗素、弗化水素及び弗化珪素   

鉛 及 び そ の 化 合 物   

窒 素 酸 化 物   

使用

状況 
1 日の使用時間及び月使用日数等 

６時～ ２０時 

14 時間/回 1 回/日 24 日/月 

 時～   時 

 時間/回 回/日 日/月 

季 節 変 動 なし  

排 出 口 の 実 高 さ Ho（ｍ） 10 0 m 内 径 0 4 8m φ  

補 正 さ れ た 排 出 口 の 高 さ He（ｍ） 10 0 m 笠 付  

排 出 速 度 （ｍ/ｓ） ４．０  
備考 1 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設 

置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。 

2 ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 

3 補正された排出口の高さ He は、大気汚染防止法施行規則第 3 条第 2 項の算式により算定すること。 

4 ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。 

処理施設番号又は煙突番号を記入 

別紙1、別紙2と同じ番号。 

集合煙突の場合は、接続し

ているばい煙発生施設をす

べて記入してください。 

煙突工事に着手する

日、使用開始する日を

記入してください。 

処理施設を設置する場合

は、当該欄全てに記入し

てください。 

（例 サイクロン、バグフィ

ルター、電気集じん 機、ス

クラバー、 排煙脱硫装

置、 排煙脱硝装置等） 

ばい煙処理 施設 

で、ばい煙の処理を

行っている項目につ

いて 、乾きガス 中の

濃度を記入してくださ

い。 

ばい煙処理施設が設

置されていない場合 

（煙突のみ）は記入不

要です。 

実高さは排出口の位置

する地面から頂部まで

の長さとし、排出口の寸

（ 内径と排出口の形状

も記入してください。（ 笠 

がある場合は「 笠

付 」 、排出口が上向き

でない場合は「 水平吹

出」、「 H 型」 、と付記し

てください。これらの例

の場合は Ho＝ He とな

ります。） 

ばい煙計算書により 算出し

た数値を記入 してください。 
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発 生 源 施 設 等 一 覧 

 
     備考 １ 届出内容の欄は、該当する番号に〇印を付すこと。  

２ 設置・使用・変更・廃止の欄は、該当する届出を〇で囲み、届出に係る発生源施設等の種類について、関係法令に規定する 

項番号及び名称を記入すること。なお、届出によって発生源施設等の数が変更になる場合は、変更前と変更後の欄にも記入す 

ること。  
３ 福島県生活環境の保全等に関する条例の項の発生源施設等の種類の欄には、法に規定する特定施設等以外の発生源施設、振動 

発生源施設、悪臭発生源施設等について記入すること。  
４ 当該様式は任意様式である。 
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工場・事業場概要 

  

１ 常時使用する従業員の数                     ２５０   人  

２ 公害防止担当部局   担当

者・ 連絡先  

   〇〇課    〇〇 〇〇  

 TEL 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇 FAX 〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇  

３ 主要生産品目     ◇◇◇     □□□    

４  生産量（ 年量 ）     ２００t     ３０００個    

５  

  

主

要

原

材

料  

種 類 及 び年 間 使 用 

量  

 △△  200t／年   ▽▽  3000 個／年          ／年  

 ◇◇  500L／年   □□  1000L／年          ／年  

        ／年          ／年          ／年  

        ／年          ／年          ／年  

６ 製 造 方 法   別紙製造工程表のとおり。  

７ 施設規模(工場は除く。)   ※事業場の記入例：宿泊数 200 人、牛の飼育頭数 300 頭  

８ 全建物の配置及び用途   別紙平面図のとおり。  

９ 敷 地 面 積(ｍ２)   １５００  

10  

  

燃  

  

料  

種     類  用  途  硫黄分(重量％)  年当たり使用量  

    灯油    ボイラーの燃料    0.005    2000L  

        

        

(備考)  
・ 「１ 常時使用する従業員の数」について、本社及び全国の支社・出張所等を含めた、すべての事業所の従業員数の合

算を記入すること。  
・ 「６ 製造方法」について、品目別の製造工程表を添付し、当該製造工程表に公害原因物質等の発生箇所を記入するこ

と。  
・ 「７ 施設規模」について、事業場に応じて、飼育頭数、宿泊数、収容人員、ベッド数、厨房面積等を記入すること。

(記入例： 宿泊数 ２００人)  
・ 「８ 全建物の配置及び用途」について、工場・事業場の平面図を添付し、当該平面図に建物の用途を記入すること。  
・ 当該様式は任意様式であり、原則として工場・事業場新設時に提出すること。  


